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議案第３８号

債権の放棄(水道料金)について

次のとおり債権の放棄をしたいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第１項の規定により、本議会の議決を求める。

１ 債権の名称 水道料金

２ 金額 ２７１，３４３円

３ 債務者 平成１９年６月１日使用開始者

４ 債権放棄理由

債務者の破産手続により、免責許可決定が確定となったため。
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